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むつ市議会第２３７回定例会会議録 第５号

平成３０年９月１１日（火曜日）午前１０時開議議事日程 第５号

◎諸般の報告

【議案質疑、委員会付託、一部採決】

第１ 議案第53号 むつ市長の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

第２ 議案第54号 平成30年度むつ市一般会計補正予算

第３ 議案第55号 平成30年度むつ市介護保険特別会計補正予算

第４ 議案第56号 平成29年度むつ市一般会計歳入歳出決算

第５ 議案第57号 平成29年度むつ市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

第６ 議案第58号 平成29年度むつ市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

第７ 議案第59号 平成29年度むつ市下水道事業特別会計歳入歳出決算

第８ 議案第60号 平成29年度むつ市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算

第９ 議案第61号 平成29年度むつ市介護保険特別会計歳入歳出決算

第10 議案第62号 平成29年度むつ市魚市場事業特別会計歳入歳出決算

第11 議案第63号 平成29年度むつ市水道事業会計利益剰余金の処分について

第12 議案第64号 平成29年度むつ市水道事業会計決算

第13 報告第22号 平成29年度むつ市一般会計継続費精算報告書

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（白井二郎） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は24人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（白井二郎） 議事に入る前に、去る９月６

日、午前３時７分に発生した北海道胆振東部地震

で犠牲となりました方々をむつ市議会として追悼

するため、黙祷をささげたいと思います。

また、傍聴においでの皆様におかれましても、

ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申

し上げます。

皆様、ご起立をお願いいたします。

黙祷。

（黙 祷）

〇議長（白井二郎） 黙祷を終わります。

ご着席をお願いいたします。

次に、諸般の報告については、特に申し上げる

事項はありません。

〇議長（白井二郎） 本日の会議は議事日程第５号

により議事を進めます。

◎日程第１～日程第13 議案質疑、委

員会付託、一部採決

◇議案第５３号

〇議長（白井二郎） 日程第１ 議案第53号 むつ

市長の給与の特例に関する条例の一部を改正する

条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。18番斉藤孝昭議員。

〇18番（斉藤孝昭） 議案第53号 むつ市長の給与

の特例に関する条例の一部を改正する条例につい

てでありますが、先日市民の方から、市長の給料

を自ら下げる理由は何というふうなことを聞かれ

ました。私は、財政状況が厳しいからではないの

というふうに簡単に答えましたが、実際市長の給

料を下げ続けることの考え方についてご所見をお

伺いします。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

依然として厳しい財政運営、経営が続くという

中にあって、状況によっては市民の皆様に負担を

お願いする部分が今後もあろうかと考えておりま

す。そういった観点から、まず私自身が先頭を切

って、この財政削減といいますか、これに取り組

む姿勢を示す必要があると考えまして、本定例会

に議案を提出させていただいたところでございま

す。

〇議長（白井二郎） 18番。

〇18番（斉藤孝昭） そういう考えで自ら給与を削

減するというのは、認めるものとしますが、その

後に自分が下げているからほかの者もというふう

な考え方に進む可能性があるというふうに思いま

すが、そこのところのご所見はいかがでしょうか。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

就任してから特別職、それから一般職含めて職

員の給与削減ということに取り組んできましたけ

れども、今現状の財政状況の中では、この４年間、

職員の給与の削減をするということは一切考えて

ございません。

〇議長（白井二郎） これで斉藤孝昭議員の質疑を

終わります。
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ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第53号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第53号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第５４号

〇議長（白井二郎） 次は、日程第２ 議案第54号

平成30年度むつ市一般会計補正予算を議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、５番横垣

成年議員。

〇５番（横垣成年） ２点ほどよろしくお願いしま

す。

この補正予算の11ページのところに、防災対策

費ということで297万円が補正されております。

内訳を見ると、防災行政用無線整備事業費となっ

ているのですが、ここのところをもう少し詳しく

お聞きしたいと思います。例えばどこの防災行政

用無線のことであるのか、またもし故障している

のであれば、故障の原因は何なのか。そして、い

つからそういう状態、故障しているのか、そして

今後いつ復旧する予定なのかというところも含め

てよろしくお願いいたします。

〇議長（白井二郎） 総務部長。

〇総務部長（村田 尚） お答えいたします。

防災対策費の内訳でございますが、関根川代地

区集会所に設置してございます防災行政用無線を

アナログ機器からデジタル機器に更新いたします

電気通信設備工事１カ所分の工事費用というふう

になっております。故障の原因としましては、老

朽化による機器の内部基盤の故障でございまし

て、故障を覚知しましたのは本年の２月というふ

うになっております。

工期につきましては、５カ月程度かかるものと

考えておりまして、復旧は来年の２月ごろを見込

んでおるところでございますが、川代地区は一部

が津波の浸水想定区域に該当しておりますので、

一刻も早い復旧を目指してまいりたいと思ってお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（白井二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） 議長、２点ほど質疑する予定

が、もう一点言い忘れたのですが、ちょっと議長

……

（「だめだめ、一括質疑だからだ

め」の声あり）

〇５番（横垣成年） 申しわけありません。これは、

後でまた事務方に聞きたいと思います。

２月に復旧するということですが、ちょっとか

かり過ぎるかなというふうに思うのですが、そこ

の理由をもう少しお聞きしたいのですが。それこ

そ故障して放送の音が鳴らなかったというのがこ

としの２月で、もし来年の２月までとなると、１

年間も音が聞こえないということで、私もちょっ

とこれいろいろ住民のほうから苦情を聞いており

まして、何もこれでは防災行政用無線の役を果た

せないのではないかというふうなことを私もかな

り強く言われているものですから、やっぱり２月

ではちょっと遅い。今例えばこの補正が可決され

たら、ただちにそれこそ発注をして取り組むこと

ができないのか、ここのところをもう少し説明を

願いたいと思います。

〇議長（白井二郎） 総務部長。

〇総務部長（村田 尚） お答えいたします。

まず、５カ月ほどかかる工期についてというこ

とだと思いますけれども、防災行政用無線の機器

に関しましては、市町村独自の周波数を使用して

おりますことから、機械自体注文生産、受注生産

ということになっておりますので、それに要する
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期間が約３カ月ほどかかるというふうに通常言わ

れております。あとは、設置等にかかる期間、そ

れからあとは先ほどおっしゃいましたように入札

等は、可決いただければ、すぐ発注というような

ことにいたしますけれども、実質そういう機械の

製造に要する期間が最低でも３カ月程度かかると

いうようなことになっております。

それに対しましては、私ども広報車等もありま

すので、町内会長さんにご連絡して、当座は至急

連絡つけなければならないときは、町内会長さん

を通じて連絡してもらうなり、すぐ広報車等で広

報に努めたいと思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。

〇議長（白井二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） もしそういう形の復旧工事、

結局入札だとか受注生産だとか、そういうことで

３カ月、６カ月、そういう期間が復旧にかかると

いうふうなことが事前にわかっていることである

ならば、これ２月にもう故障しているのですよね。

そういうことでただちに、例えば３月にでもこう

いう予算をすぐ計上して対応するということがや

っぱり求められるのではないかなと思うのです

が。

この防災というものについては、今回一般質問

でも３人、４人の議員が取り上げているように、

かなり今住民も、それこそ日本全国、世界的にも

天気が予想つかないものですから、かなり注目さ

れているところなので、そういう市の姿勢という

のが求められるのではないかなと。機械が壊れた

ら、放置しておくのではなくて、ただちに対処す

るというふうな姿勢というところを、ここのとこ

ろをちょっと市長のほうにご所見をお伺いしたい

なと。やっぱりそういう姿勢がこれから求められ

るのではないかなと思いますものですから、市長

のご所見、よろしくお願いいたします。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 防災の議論については、今

定例会でも皆さんとさまざまさせていただいてい

て、その中で私自身がすごく感じていることが、

防災無線については皆さん聞こえないというよう

な論点が非常に多かったのです。ただ、壊れると

早く直せという話になるのです。私は、そういう

議論の中で、今回こういう言い方をさせていただ

いていて、テレビ見てほしいという言い方をしま

した。これなぜかというと、公共放送であるＮＨ

Ｋというのは、災害時に必ず正確な情報を流すあ

る意味義務があって、我々の情報を一番早く各家

庭に伝えることができるわけです。

もう一つ矛盾点があって、それは各種の新しい

デバイスというか、ラジオですとか戸別受信機で

すとか、横垣議員から提案があったさまざまなも

のもあります。そういうものも、仮に導入したと

しても、本当にそれというのは高齢者の方々、新

しい機材使えますかというと、そうでもないよう

な気がしていて、であれば、では何が今の時点で

一番正しいかというと、やはりテレビを見ていた

だいて、緊急の対策をしっかりとっていただくと

いうことが大事であると。災害においては、自助

ということが一番大事だということは繰り返し述

べているとおりであります。

今回こういう形で若干時間がかかったのは、全

体の防災行政用無線というものをどうするかとい

う議論が、我々なかなか今結論が出ていません。

そういう中で、実は３月から、これ直すかどうか

ということは議論していました。私自身の思いと

しては、当初は防災行政用無線を全部やめようと

いう話もしていたわけですけれども、ただ事務方

と協議、あるいは地域の方々のお話を聞くにつけ、

やはり津波の浸水エリアについては防災行政用無

線が必要であろうというようなお話になって、そ

れは確かにそのとおりです。それはなぜかという

と、外に逃げるときに聞こえるものだからという
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意味では必要だろうと。そういう判断があって、

今回この予算化をしたという経緯がございます。

したがって、これからの方針としては、少なく

とも津波の浸水エリアにあるような防災行政用無

線については、壊れたらすぐ直すということが前

提にはなるものの、その全体の防災行政用無線の

あり方、それからむつ市民の皆様に対する災害時

の通知の方法ということについては、なお検討中

であるということはご理解をいただきたいと思い

ます。

〇議長（白井二郎） これで横垣成年議員の質疑を

終わります。

次に、14番中村正志議員。

〇14番（中村正志） 総務費、総務管理費、企画費

の蟹田・脇野沢航路維持対策費補助金522万

5,000円について質疑をさせていただきます。

このむつ湾フェリー株式会社につきましては、

平成20年度から平成22年度までの３カ年で支出し

た株券を無償譲渡して、その後は支援をしないと

いうのがむつ市の方針でありました。平成28年に

は同社より東日本大震災の影響による平成23年度

及び平成24年度の２カ年の欠損額5,224万8,000円

の解消のため、今回の補正額と同額の支援を求め

られましたが、その時点では今後の事業展開も不

透明な中で、市民の負担をふやすことはできない

との理由から申し出を断っています。

これまでの経緯を踏まえまして、質疑をさせて

もらいますが、まず１点目といたしまして、むつ

湾フェリー株式会社のここ３年、平成27年、平成

28年、平成29年の決算状況と事業実績について、

まず１点目としてお尋ねをしたいと思います。

２点目としまして、今回のこの522万5,000円の

補助金を出すことによりまして、むつ湾フェリー

株式会社の財政状況に対してどのような効果をも

たらすのか、お聞きしたいと思います。

３点目といたしましては、青森県の経営評価に

おきましては、ここ数年ずっとＤでございます。

その中の指摘されている事項といたしましても、

従来の主要旅行エージェントへの営業活動を初め

とする各種の取り組みについて、利用客の増加に

つながっていない要因を踏まえた改善を図ってい

くとともに、新たな工夫や発想による取り組みを

強力に進めていきたいとの厳しい評価でありまし

た。そのような中で、今回は地域経済へのメリッ

トがあるということで方針を転換して、今回補助

金を出すということになっておりますが、その方

針を転換した理由についてお聞きをしたいと思い

ます。

地域に経済メリットがあるということでありま

すので、むつ市といたしましても、今後このむつ

湾フェリー株式会社については、しっかりと見守

っていかなくてはいけないというふうに思うので

ありますが、むつ市としてこの事業、あるいは会

社の経営のほうを今後どのように検証していくの

か、４点お聞きしたいと思います。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

方針転換した理由ということについて、私から

答弁をさせていただきまして、残りは担当部長か

ら答弁させていただきます。

これまで市は、将来を見越した具体策が示され

ないということ、そして下北地域に対するフェリ

ーの会社、あるいは県からの配慮がないというこ

とで、支援は難しいという立場をとっておりまし

た。ただ、こうした説明を受けて、県から我々に

対して説明があった内容をご説明申し上げます

と、平成27年の利用実績から試算すると、約８億

8,300万円の観光消費額及び15億6,400万円の経済

波及効果があるということで説明を受けておりま

す。これは、具体的なデータも確認しております

けれども、そういった効果があるのであろうとい

うことだと思います。
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さらに、今年度からは県及びむつ湾フェリーが

航路を活用した下北地域への観光誘客につながる

取り組みがこれまでに増して講じられているとこ

ろであります。下北地域にとって、地域振興や広

域周遊観光にさらなる経済波及効果が得られてい

るものと私自身判断したものであります。

これ具体的には、例えばむつ湾フェリーを活用

したモニターツアーの実施ですとか、台湾、韓国

からのインバウンド客の誘致ですとか、下北ジオ

パークを活用した観光滞在推進事業ということを

今年度からやっていただいておりますので、こう

したことでむつ下北に光を当てていただけるとい

うことであれば、この負担もやむを得ないものと

判断して、今回提案をさせていただいておるとこ

ろでございます。

〇議長（白井二郎） 企画政策部長。

〇企画政策部長（吉田和久） お尋ねが３点あった

かと存じます。お答えいたします。

まず初めに、むつ湾フェリー株式会社のここ３

年の決算状況と事業実績についてでございます。

決算状況につきましては、平成27年度は収入が１

億306万6,000円、支出が１億324万1,000円で、欠

損額が17万5,000円、平成28年度は収入１億

4,182万5,000円、支出が9,799万5,000円で、純利

益4,383万円ですが、この収入には青森県と外ヶ

浜町からの補助金4,702万3,000円が計上されてお

ります。

平成29年度は、収入8,917万4,000円、支出が１

億35万9,000円で、欠損額1,118万5,000円となっ

ております。

次に、事業実績についてでありますが、まず旅

客人数は平成27年度は３万3,855人、平成28年度

は２万9,812人、平成29年度は２万6,655人となっ

ております。

次に、自動車台数につきましては、平成27年度

は4,746台、平成28年度は4,584台、平成29年度は

4,241台となっております。

次に、２点目、財政状況に対してどのような効

果をもたらすのか、補助金の目的はということの

お尋ねについてお答えいたします。このたびの補

助金につきましては、東日本大震災の影響を受け

たと認められる平成23年度赤字額4,119万円及び

平成24年度赤字額1,105万8,000円の合計5,224万

8,000円をむつ湾フェリー株式会社の財務体質の

強化のため青森県７割、外ヶ浜町２割、むつ市１

割の割合で負担するものでございます。

次に、補助事業の目的の達成度合いをむつ市と

して検証する方策はについてお答えいたします。

このたびの補助につきましては、先ほど申しまし

たとおり、東日本大震災の影響を受けたと認めら

れる欠損額に対する補填でありますので、補助金

を支出することにより、目的を達成するものと考

えております。

なお、航路の事業効果につきましては、株主総

会における報告、また青森県公社等経営評価委員

会の評価結果等を今後も引き続き注視してまいり

たいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存

じます。

〇議長（白井二郎） 14番。

〇14番（中村正志） そうしますと、今年度からと

いうことで、新たな取り組みがモニターツアー、

あるいは台湾、韓国からのインバウンド、ジオパ

ークのほうのということで、今までになかった新

たな取り組みが行われて、その取り組みはこのむ

つ下北に対して経済的な好影響をもたらすという

判断だったということだと思いますが、この新た

な取り組みの事業主体というのは、このむつ湾フ

ェリー株式会社なのでしょうか、それとも青森県

なのでしょうか、そこをまずお聞きしたいと思い

ます。

〇議長（白井二郎） 企画政策部長。

〇企画政策部長（吉田和久） 青森県でありました
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り、下北地域県民局の事業でございます。

以上でございます。

〇議長（白井二郎） 14番。

〇14番（中村正志） そうしますと、ここ３カ年の

状況のほうは、ちょっと厳しい状況でありますが、

この新たな事業はむつ下北に好影響をもたらすと

いうことの判断ということで。

それで、この事業について、今年度、結果とか

が年度終わりには出るとは思うのですが、それら

の検証、あるいはまたそれらに対してむつ市とし

てどのような意見を言っていくのか、また先ほど

報告とかありましたけれども、実際にむつ市とし

ての意見をこのむつ湾フェリー株式会社に対して

話す機会というのは実際にはあるのでしょうか。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

まず、今回の500万円の負担ということですけ

れども、これは東日本大震災の際に観光客がぐっ

と落ち込んだというところの赤字の補填分という

ことでの支出だというふうにご理解ください。

今のお尋ねの中にありました今後どのような形

で意見を言っていくのかということでありますけ

れども、そもそもむつ湾フェリー株式会社とむつ

市との関係ですけれども、株主になってございま

す。したがいまして、これを経営を恒常的に監視

するというか、注視していく義務もあろうかと思

いますので、そのような観点から、先ほど答弁あ

りましたとおり、株主総会などを含めて、このむ

つ下北に対してしっかりとした事業を行っている

かということをこれからもチェックをしていきた

いと、このように考えております。

〇議長（白井二郎） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。４番工藤祥子議員。

〇４番（工藤祥子） 11ページにあります下北医療

センター負担金についてですが、前年度は4,000万

円余りだったのですが、ことしは7,000万円以上

になっています。ふえた要因は何か、今後ふえる

可能性はあるのかについてお聞きいたします。

〇議長（白井二郎） 財務部長。

〇財務部長（吉田 真） 下北医療センター負担金

がふえた要因は何か、今後ふえる可能性はあるか

についてお答えいたします。

下北医療センター負担金は、むつリハビリテー

ション病院の平成29年度決算において欠損金が生

じたことから、むつリハビリテーション病院の管

理に関する協定書に基づき、その金額を補填する

ものであります。

負担金がふえた要因につきましては、費用にお

きましては、重症患者の増加に伴い、高額な材料

の使用により材料費が増加したことや、給与費の

増加により約2,500万円増加した一方、収入にお

きましては、入院患者数が前年度より延べで

1,496人減少したことから、入院収益が約800万円

減少したことが主な要因となっております。

当病院の欠損金増額を受け、現在むつリハビリ

テーション病院におきまして、経営改善に向けた

取り組みを既に始めたと伺っております。

具体的な対策といたしましては、後発医薬品へ

の切りかえのさらなる推進や、診療材料、医療消

耗品等の削減による経費削減及び入院患者数をふ

やすため、むつ総合病院と連携して入院患者のス

ムーズな受け入れを進めているほか、通所リハビ

リテーションの利用者を確保するため、市内の各

居宅介護支援事業所へ働きかけを行うなどの対策

を進めていると伺っております。

以上でございます。

〇議長（白井二郎） これで工藤祥子議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。18番斉藤孝昭議員。

〇18番（斉藤孝昭） 今のやりとりの中で、私は一
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部事務組合下北医療センター議会にいるので、そ

ちらのほうから見た見解ではなくて、市から下北

医療センターに負担金を出し続けるというふうな

観点でちょっとお聞きしたいと思います。

下北医療センターで赤字になると、それを負担

するというふうなことをどんどんし続けるという

ことに対して、市のほうから下北医療センターの

ほうにその組織の見直しとか再編とか、そういう

やりとりをしているのかどうか。ただ一方的に「お

金が足りないので出して」ということに対して、

「約束だから、はい、わかりました」というふう

に簡単に出すのではなくて、やはりこの赤字が膨

らむことに対する出す側の見解、どういうふうに

なっているのかをお知らせ願いたいと思います。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

今回の議案にありますむつリハビリテーション

病院ということに限定してお答えをさせていただ

きますけれども、この各年度赤字が平成25年度が

4,300万円、平成26年度が4,700万円、平成27年度

が3,900万円、平成28年度が4,000万円、そして昨

年度平成29年度が7,600万円ということになりま

した。こうした赤字というものを我々として許容

しているということではなくて、昨年からこのむ

つリハビリテーション病院については、経営改善

について具体的な施策を講じながらお願いをして

いるところであります。ただ、今回全く結果が出

ないどころか、赤字額が倍まではいきませんけれ

ども、倍近くになっているということでございま

す。

今回これからの対応ということでいきますと、

実際今の時点でむつ市とむつリハビリテーション

病院の中では協議を重ねておりますけれども、そ

うした中で赤字の解消ということが最も重要だと

考えておりますが、構造的にこれが無理だという

ことであれば、これはむつ下北医師会ともよく相

談をしながら、組織形態そのものを見直さなけれ

ばいけない時期に来ていると私自身は考えており

ます。

〇議長（白井二郎） これで斉藤孝昭議員の質疑を

終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第54号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第54号は、会議規則第38条第２項の規定

により、委員会への付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第54号は委員会への付託を省略すること

に決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第54号は原案のとおり可決されました。

◇議案第５５号

〇議長（白井二郎） 次は、日程第３ 議案第55号

平成30年度むつ市介護保険特別会計補正予算を議

題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第55号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第55号は、



- 137 -

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第５６号～議案第６４号

〇議長（白井二郎） 次は、日程第４ 議案第56号

平成29年度むつ市一般会計歳入歳出決算から日程

第12 議案第64号 平成29年度むつ市水道事業会

計決算までの９件を一括議題といたします。

質疑に入る前に、平成29年度むつ市各会計決算

に対する監査委員の意見を求めます。代表監査委

員。

（齊藤秀人代表監査委員登壇）

〇代表監査委員（齊藤秀人） 平成29年度むつ市一

般会計、特別会計歳入歳出決算について、審査の

結果を報告いたします。

今回審査に付されましたむつ市一般会計、各特

別会計に係る歳入歳出決算書、附属書類の計数は、

いずれも関係証拠書類と符合しており、正確であ

りました。

また、予算の執行は法令に準拠して、適正かつ

効率的に行われており、財産の管理についても適

正であると認めました。

平成29年度のむつ市一般会計歳入歳出決算は、

実質収支額では３億6,552万1,755円の黒字、単年

度収支額においても6,633万680円の黒字となった

ものの、実質単年度収支額では3,425万5,303円の

赤字となっております。

歳入歳出につきましては、いずれも前年度と比

較して減少しておりますが、その中にあって、ふ

るさと納税寄附金については順調な伸びを示して

いるところであります。

事業につきましては、人口減少対策、暮らしの

向上、子供たちの未来、ゆりかごからの応援、健

康づくり、安心して暮らせる毎日及び魅力あるむ

つ市の７項目にわたる重点施策を中心に実施さ

れ、限られた財源の中でもむつ市総合経営計画の

基本方針に沿った市の成長を見据えた施策が積極

的に展開されており、業績評価指標に対する平成

29年度の年次目標についてもおおむね達成されて

いる状況にあります。今後これらの成果の結実に

は、大いに期待するところであります。

総じて平成29年度は、実質収支及び単年度収支

において黒字基調を堅持し、財政健全化をより一

層推進し、持続可能な財政運営に努めた決算であ

ると思っておりますが、実質単年度収支では赤字

となり、財政構造のさらなる硬直化が懸念される

ことから、引き続き健全な財政運営の確保に精励

されることを期待するものであります。

今後におきましても、さまざまな要因により減

収が見込まれる中で、市の財政運営に大きな影響

を及ぼす課題も多いことから、歳入の確保及び歳

出の削減はもとより、効率的かつ効果的な行財政

運営に努め、持続可能な財政基盤を確立し、「笑

顔かがやく希望のまち むつ」の実現を目指し、

さらに邁進されることを望むものであります。

次に、特別会計歳入歳出決算についてでありま

すが、６特別会計のうち、国民健康保険特別会計

において、実質収支では赤字となったものの、単

年度収支では黒字となり、累積赤字については昨

年度に引き続き大幅に圧縮されております。これ

は、被保険者数の減による保険給付費の減少のほ

か、一般会計からの繰り入れ及び国の制度改正に

伴う保険者支援が平成29年度も継続されたことな

どによるものと捉えております。

今後におきましても、国保運営主体となった県

と連携し、事業の効率化を推進するとともに、収

入率の向上及び保険給付費の抑制を図り、財政健

全化に引き続き努めるよう望むものであります。

次に、平成29年度むつ市水道事業会計決算につ

いて、審査の結果を報告いたします。

今回審査に付されましたむつ市水道事業会計決

算報告書を初め財務諸表及びその他の附属書類
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は、いずれも関係する証拠書類と符合しており、

正確でありました。

予算の執行は、地方公営企業法ほか関係法令に

準拠して、適正かつ効率的に執行されており、ま

た経営成績及び財政状態は適正に表示されている

ものと認めました。

平成29年度のむつ市水道事業会計決算は、収益

的収支において１億2,310万7,016円の純利益を生

じた決算となっております。

事業につきましては、老朽化した水道施設の改

良、耐震性の向上及び旧簡易水道施設の上水道統

合により、安定給水体制の整備に努めております

が、人口減少に伴う給水収益の減収が想定される

中で、より一層の経営環境の安定化が望まれると

ころであります。

今後におきましても、むつ市水道ビジョンの基

本理念のもと、安心で安定した水の供給により、

市民生活及び産業活動を安全に行うことができる

環境の充実及び維持に努めるよう望むものであり

ます。

審査の詳細につきましては、お手元に配布の決

算審査意見書のとおりでありますので、ご審議の

参考にしていただければ幸いに存じます。

以上、決算審査の報告といたします。

〇議長（白井二郎） これで監査委員の意見を終わ

ります。

これより質疑に入りますが、先ほど一括議題と

いたしました９議案については、それぞれ区分し

て質疑を行いますので、ご了承願います。

まず、議案第56号 平成29年度むつ市一般会計

歳入歳出決算について質疑に入ります。

質疑の通告がありますので、順次発言を許可し

ます。まず、14番中村正志議員。

〇14番（中村正志） 平成29年度むつ市一般会計歳

入歳出決算につきまして、総括質疑をさせていた

だきます。

平成29年度当初予算は、むつ市総合経営計画に

おける初年度の予算でありました。また、連携と

協働によるまちづくり元年の予算でもあるとされ

ておりました。その中におきまして、むつ市財政

中期見通しを前提といたしまして、財政の健全化

が最重要事項であるとの予算でもありました。そ

こで、平成29年度の財政健全化対策の実施状況と

その実績についてお尋ねをしたいと思います。

２点目といたしまして、今監査委員からもあり

ましたが、主な事業の業績評価指標に対する平成

29年度の年次目標については、おおむね達成され

ているとのことであります。私たちの手元には、

そういうふうな評価シートとかはないので、どの

事業が達成で、どの事業が達成されていなかった

というのはちょっとわからないところがあるので

すが、おおむね達成されておるという状況の中に

あって、中には残念ながら、ちょっと年次目標に

いかなかったという事業もあると思われます。だ

とすれば、そのような達成ができなかった事業の

その要因についてはどのように検証、分析をされ

ているのか、お尋ねをしたいと思います。

また、３点目といたしましては、地方公共団体

はよく言われるように、最少の経費で最大の効果

を上げるのが重要だということであります。事業

の経済性、効率性、有効性あるいは妥当性等々を

加味してやっていくわけでありますが、財政分析

の指標が幾つかありますけれども、その中で私が

特に気にしているものが経常収支比率でございま

す。いかに自分たちのやりたい事業ができるかと

いうふうなものをあらわす指標でありますが、平

成29年度は平成28年度と比較しまして、若干悪化

をしております。この悪化した理由についてお尋

ねをしたいと思います。

〇議長（白井二郎） 財務部長。

〇財務部長（吉田 真） 平成29年度の財政健全化

対策の実施状況と実績についてお答えいたしま
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す。

財政中期見通し2017年の財政健全化対策として

実施した項目につきましては、まず収入確保につ

ながる取り組みとして、市税等徴収率の向上によ

り１億4,000万円、ふるさと納税の推進により

4,000万円、事務事業の見直しとして、内部管理

経費の見直しにより3,000万円、補助費等の見直

しとして、下北医療センターの一時借入金抑制の

ための20億円の単年度貸し付け、また下北地域広

域行政事務組合負担金の削減のため、合併特例債

活用等により4,600万円、公債費負担の軽減とし

て、繰上償還による元利償還金の低減により

6,200万円等、計３億2,000万円の削減効果となっ

ております。

次に、順番が前後しますが、経常収支比率が平

成29年度に悪化した理由についてお答えいたしま

す。経常収支比率の計算につきましては、毎年度

経常的に支出される経費、いわゆる経常的経費に

充当する一般財源を毎年度経常的に収入される一

般財源、いわゆる経常一般財源で割ることにより

算出いたします。分子となります経常的経費に充

当した一般財源につきましては、平成28年度まで

実施しておりました一般職員給与の削減の終了に

よる人件費8,800万円の増、繰上償還に伴う公債

費元金１億3,800万円の増等により、前年度と比

較いたしますと１億3,900万円の増となっており

ます。

一方、分母となります歳入につきましては、普

通交付税が合併算定替の経過措置に伴う縮減によ

り４億8,000万円の大幅な減となり、前年度と比

較いたしますと、３億7,000万円の減となってお

ります。

分母が大幅に減少したのに対し、分子では経常

的経費の削減が思うように進まなかった結果、前

年度比2.8％増の97.1％となっております。

経常収支比率は、財政構造の弾力性を判断する

指標で、高ければ高いほど硬直化していると言え

るものであります。

以上でございます。

〇議長（白井二郎） 企画政策部長。

〇企画政策部長（吉田和久） お尋ねの２点目、施

策評価におきまして、年次目標の達成がかなわず

不良となった事業と主なもの、またその要因につ

いての検証、分析はにつきましてお答えいたしま

す。

計画策定後の初年度でありました平成29年度

は、基本計画で定めた55施策について実施計画を

策定し、施策ごとに年次目標を設定したうえで、

取り組み状況や達成状況を評価する取り組みを進

めてまいりました。

その年次目標に対する評価におきまして、55施

策中、良好、おおむね良好とした施策が49施策、

やや不良、不良とした施策が６施策であります。

これらは、実績値が目標値をやや下回ったもので

ございます。

一例を申し上げれば、例えば道路基盤の整備施

策におきまして、外部的要因などにより整備の進

捗に一部おくれが生じたことなどでこのような評

価としたところでございますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

〇議長（白井二郎） 14番。

〇14番（中村正志） まず、財政健全化対策の実績

としては３億2,000万円ほどということでありま

したが、これは当初の目標と比較してどうだった

のでありましょうか。

次に、今業績の評価ということで、重点事業は

55事業についてということでありましたが、その

ほかの事業もいっぱいあるわけでございまして、

これらについての決算時での評価というのは、そ

れではどのように行われているのかお聞きしたい

と思います。

あと、最後経常収支比率でありますが、どうし
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ても今の財政上、将来のことも考えると、ちょっ

と高い水準で進んでいくということになろうかと

思うのですが、これをもう少し下げるとすれば、

どういうふうなことを行えばいいのか。また、今

後こういうふうなことを行いますよというのがあ

れば、お知らせください。

〇議長（白井二郎） 財務部長。

〇財務部長（吉田 真） ただいまのお尋ねにお答

えいたします。

まず、財政健全化対策の実施ということで、目

標に対してどうだったのかというところでござい

ますが、健全化対策につきましては、この期間中、

前回約10億円ほどの健全化対策をやるという目標

を立てておりましたので、今回３億円ということ

で、財源対策の効果があったということでは、ほ

ぼ目標は達成したものと考えてございます。

もう一つ、経常収支比率が今高い水準であるが、

今後どうやって下げていくかというお尋ねについ

てでございます。こちらにつきましては、当市の

経常収支比率が高くなっている要因というところ

が、主に類似団体と比較いたしますと、課題とな

っております経費といたしまして、病院診療所の

運営に要する経費ですとか、消防行政に要する経

費のそれぞれの負担というところが大きくなって

おりますので、この辺を抜本的に見直すというこ

との取り組みが必要だと考えてございます。

以上でございます。

〇議長（白井二郎） 企画政策部長。

〇企画政策部長（吉田和久） ほかの評価の部分と

いうことでございますが、先ほど申し上げました

55施策中49施策が良好、おおむね良好としたとこ

ろでございます。したがいまして、今年度におき

ましても、さらなる良好、おおむね良好となるよ

うに、各担当部局のほうで年間スケジュールに沿

った事業展開を進めていただきたい。

また、６施策不良、やや不良ということでござ

いますので、そこはしっかりと原因というか、要

因を分析して、今年度の施策に反映させていきた

いというふうに考えております。

以上でございます。

〇議長（白井二郎） 14番。

〇14番（中村正志） 事業の施策評価については、

ちょっと私の言い方が悪くてうまく伝わらなかっ

たみたいなのですが、この重点の55事業以外の普

通の事業につきましても同様に政策の評価をし

て、決算時とか中間とかに評価して、次の予算に

つなげていっているという理解でよろしいのでし

ょうか。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

今回の55事業というのは、特に目標を設定して、

アウトカム目標を設定して、これに到達をするた

めに月ごとに管理をしているような施策について

ピックアップをしてございます。そのほかの55事

業以外の事業についても、これは当然各課ごとに

その進捗管理をして行っているという状況ですの

で、それぞれの事業について決算時に皆さんから

審査をしっかりと受けて、これを進めてまいりた

いと、このように考えてございます。

〇議長（白井二郎） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

次に、16番浅利竹二郎議員。

〇16番（浅利竹二郎） 中村議員の質疑と一部重複

する部分がありますけれども、お許し願いたいと

思います。

まず、平成29年度一般会計歳入歳出決算の審査

意見書がありますけれども、この10ページに財政

分析指標というのがあります。その中からお尋ね

します。

一般財源の標準的な大きさを示す標準財政規模

が平成27年度決算から平成29年度決算で６億

7,959万5,000円縮小しておりますけれども、この
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主たる要因は何か確認します。

〇議長（白井二郎） 財務部長。

〇財務部長（吉田 真） 平成27年度決算に対し、

平成29年度決算において標準財政規模が縮減した

要因についてお答えいたします。

標準財政規模は、地方公共団体の標準的な状態

で通常収入が見込まれる一般財源の規模を示す指

標でありまして、地方税や普通交付税が主なもの

となっております。

平成27年度から平成29年度までの間におきまし

ては、合併特例債の段階的縮小や人口の減少、さ

らに交付税措置のある市債償還額の減少により普

通交付税が減となったことが大きな要因となって

おります。

以上でございます。

〇議長（白井二郎） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） それで、この標準財政規模

の縮小が、いろいろ財政分析の指標がありますけ

れども、これに与える影響はどういうことになる

のでしょうか、お聞きします。

〇議長（白井二郎） 財務部長。

〇財務部長（吉田 真） お答えいたします。

標準財政規模は、家計で例えますと、その世帯

の収入であります。これに当てはめますと、実質

公債費比率は、その年収に対し、どれぐらいの借

金の返済額があるかを示す指標でございます。こ

のため、借金の返済額を一定と仮定し、標準財政

規模が縮減したとすると、年収に対する返済額の

割合が高くなりますので、やや悪化する傾向とな

りますが、年間返済額も減らしていくことで、そ

れほどの影響を受けるものではないと考えており

ます。

以上でございます。

〇議長（白井二郎） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） 各種の財政分析指標の改善

につきましては、いろいろるる今まで市長等のほ

うからも報告がありましたけれども、これにつな

がる指標の改善に向ける向上策というものがあれ

ばお尋ねします。

〇議長（白井二郎） 財務部長。

〇財務部長（吉田 真） 財政分析指標の改善につ

ながる向上策についてでありますが、まず実質公

債費比率、公債費負担比率及び公債費比率につき

ましては、普通建設事業の抑制や当該事業の財源

の確保、また有利な起債の活用のほか、地方債残

高の縮減に向けて繰上償還を行うことが指標の改

善につながるものと考えております。

また、経常収支比率につきましては、先ほど中

村議員からのお尋ねにお答えしましたが、人件費、

公債費、扶助費、補助費等の経常経費を圧縮する

ことが必要となりますが、当市の場合、類似団体

との比較においても過大な経費となっております

病院診療所の運営に要する経費や消防行政に要す

る経費の負担を軽減することが大きな課題となっ

ているものと認識しております。

以上です。

〇議長（白井二郎） これで浅利竹二郎議員の質疑

を終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第56号の質疑を終わります。

次は、議案第57号 平成29年度むつ市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算について質疑に入りま

す。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第57号の質疑を終わります。
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次は、議案第58号 平成29年度むつ市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算について質疑に入り

ます。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第58号の質疑を終わります。

次は、議案第59号 平成29年度むつ市下水道事

業特別会計歳入歳出決算について質疑に入りま

す。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第59号の質疑を終わります。

次は、議案第60号 平成29年度むつ市公共用地

取得事業特別会計歳入歳出決算について質疑に入

ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第60号の質疑を終わります。

次は、議案第61号 平成29年度むつ市介護保険

特別会計歳入歳出決算について質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第61号の質疑を終わります。

次は、議案第62号 平成29年度むつ市魚市場事

業特別会計歳入歳出決算について質疑に入りま

す。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第62号の質疑を終わります。

次は、議案第63号 平成29年度むつ市水道事業

会計利益剰余金の処分について質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第63号の質疑を終わります。

次は、議案第64号 平成29年度むつ市水道事業

会計決算について質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで通告による質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第64号の質疑を終わります。

これで平成29年度むつ市各会計決算等に対する

質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第56号から議案第64号までの平成29年度

むつ市各会計決算等については、議長及び議会選

出の監査委員を除く議員24名で構成する決算審査

特別委員会を設置し、これに付託のうえ審査する

ことにしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第56号から議案第64号までの平成29年度
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むつ市各会計決算等については、議長及び議会選

出の監査委員を除く議員24名で構成する決算審査

特別委員会を設置し、これに付託のうえ審査する

ことに決定いたしました。

お諮りいたします。ただいま設置されました決

算審査特別委員会の委員の選任については、委員

会条例第８条第１項の規定により、お手元に配布

しております決算審査特別委員名簿のとおり指名

したいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、お手元に配布してあります決算審査特別委員

名簿のとおり選任することに決定いたしました。

ここで決算審査特別委員会正副委員長互選のた

め暫時休憩いたします。

午前１１時０５分 休憩

午前１１時１９分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

ただいま開かれました決算審査特別委員会にお

いて、委員長に川下八十美議員、副委員長に濵田

栄子議員が選任されましたので、ご報告いたしま

す。

◇報告第２２号

〇議長（白井二郎） 次は、日程第13 報告第22号

平成29年度むつ市一般会計継続費精算報告書を議

題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第22号の質疑を終わります。

報告第22号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◎散会の宣告

〇議長（白井二郎） 以上で、本日の日程は全部終

わりました。

お諮りいたします。明９月12日は常任委員会及

び決算審査特別委員会のため、９月13日及び14日

は決算審査特別委員会のため、９月18日及び19日

は議事整理のため休会したいと思います。これに

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。よっ

て、明９月12日は常任委員会及び決算審査特別委

員会のため、９月13日及び14日は決算審査特別委

員会のため、９月18日及び19日は議事整理のため

休会することに決定いたしました。

なお、９月15日から17日までは休日のため休会

とし、９月20日は付託議案審議及び議員派遣を行

います。

本日はこれで散会いたします。

午前１１時２２分 散会
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